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◆
口
座
の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
◆

　

市
税
な
ど
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
指
定
さ
れ
た
口
座

の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
残
高
不
足
に
よ
り
引
き
落
と
し
が
で
き
な
い
場

合
は
、口
座
振
替
で
は
な
く
納
税
者
本
人
が
直
接
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

残
高
不
足
解
消
後
に
つ
い
て
も
、
再
引
き
落
と
し
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◆
納
付
は
納
期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う
◆

　

市
税
な
ど
は
、
決
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
催
告
な
ど
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
や
金
融
機
関
の
窓
口
で
納
め
る
ほ
か
、
次
の
よ

う
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

◎
口
座
振
替
で
ら
く
ら
く
！

　

一
度
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
ご
指
定
の
口
座
か
ら
毎
回
自
動
的
に
引

き
落
と
し
ま
す
。「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
郵
便

局
窓
口
に
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
コ
ン
ビ
ニ
で
い
つ
で
も
！
（
市
税
・
上
下
水
道
料
金
）

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
い
つ
で
も
納
税
で
き
ま
す
。た
だ
し
、市
税
に
つ
い
て
は
、

納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
お
取
り
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３月 ２月
平成25年
１月 12月 11月 10月

第４期
２／ 28

第３期
12／ 25

第８期
２／ 28

第７期
１／ 31

第６期
12／ 25

第５期
11／ 30

第４期
10／ 31

随時
４／１

第４期
１／ 31

第３期
10／ 31

第８期
２／ 28

第７期
１／ 31

第６期
12／ 25

第５期
11／ 30

第４期
10／ 31

２／ 15 12 ／ 17 10 ／ 15

第６期
２／ 28

第５期
12／ 25

第４期
10／ 31

２／ 15 12 ／ 17 10 ／ 15

4 ／１ ２／ 28 １／ 31 12 ／ 25 11 ／ 30 10 ／ 31

4 ／１ ２／ 28 １／ 31 12 ／ 25 11 ／ 30 10 ／ 31

１月使用分
4／１

12月使用分
２／ 28

11月使用分
１／ 31

10月使用分
12／ 28

９月使用分
11／ 30

８月使用分
10／ 31

第４期
２／ 28

第３期
11／ 30

4 ／１ ２／ 28 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

4 ／１ ２／ 28 １／ 31 12 ／ 28 11 ／ 30 10 ／ 31

12月使用分
4／ 1

11月使用分
２／ 28 

10月使用分
１／ 31

９月使用分
1／ 4

８月使用分
11／ 30

７月使用分
10／ 31

第４期
２／ 28 

第３期
11 ／ 30

【下半期】（10月～平成25年３月）
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